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（人事・組織経営課）　 １

（総　務　課）　 ３

（人事・組織経営課）　 ４

（　　同　　）　 ４

（危機対策課）　 ４

（　　同　　）　 ５

５

規 則

石 川 県 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 八 年 四 月 七 日

石 川 県 知 事　　 山　　 野　　 之　　 義

石 川 県 規 則 第 二 十 二 号

　　　 石 川 県 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 組 織 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 一 項 の 表 危 機 管 理 部 の 項 中 「 危 機 対 策 課 」 を 「 危 機 管 理 政 策 課 、 防 災 対 策 課 」 に 改 め 、 同 表 健 康 福 祉 部 の

項 中 「 医 療 支 援 課 」 の 下 に 「 、 奥 能 登 地 域 医 療 対 策 室 」 を 加 え 、 同 条 第 六 項 の 表 管 財 課 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

財 政 課 資 金 資 産 活 用 室

　 第 六 条 第 一 項 の 表 総 務 課 の 項 中 第 十 七 号 を 第 十 八 号 と し 、 第 八 号 か ら 第 十 六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 七

号 中 「 及 び 官 報 報 告 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 八 号 と し 、 同 項 第 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 ７　 内 部 統 制 に 関 す る こ と 。

　 第 六 条 第 一 項 の 表 財 政 課 の 項 中 第 九 号 を 削 り 、 第 八 号 を 第 九 号 と し 、 第 四 号 か ら 第 七 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、

第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 ４　 県 議 会 に 関 す る こ と 。

　 第 六 条 第 一 項 の 表 財 政 課 の 項 第 十 号 及 び 第 十 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　 1
0
　 財 政 調 整 基 金 、 県 有 施 設 整 備 基 金 及 び 減 債 基 金 に 関 す る こ と 。

　　 1
1
　 宝 く じ の 発 行 に 関 す る こ と 。

　 第 六 条 第 一 項 の 表 財 政 課 の 項 中 第 十 六 号 を 第 十 八 号 と し 、 第 十 二 号 か ら 第 十 五 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 十 一

号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　　 1
2
　 県 有 財 産 等 の 有 効 活 用 及 び 処 分 に 関 す る 方 策 の 推 進 に 関 す る こ と 。

　　 1
3
　 公 の 施 設 の 総 合 的 な 企 画 調 整 に 関 す る こ と 。

　 第 六 条 第 一 項 の 表 管 財 課 の 項 中 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で を 削 り 、 第 五 号 を 第 二 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 十 三 号 ま で を 三

号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 表 税 務 課 の 項 中 第 四 号 を 削 り 、 第 五 号 を 第 四 号 と し 、 第 六 号 を 第 五 号 と し 、 第 七 号 を 第 六 号 と し 、

同 条 第 四 項 の 表 資 産 活 用 室 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

資 金 資 産 活 用 室 第 一 項 の 表 財 政 課 の 項 第 五 号 か ら 第 十 三 号 ま で に 掲 げ る 事 務

　 第 六 条 の 二 の 表 危 機 対 策 課 の 項 中 「 危 機 対 策 課 」 を 「 危 機 管 理 政 策 課 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 及 び 第 四 号 中 「 こ と 」
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の 下 に 「 （ 防 災 対 策 課 と 共 管 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 五 号 中 「 除 く 。 」 の 下 に 「 防 災 対 策 課 と 共 管 。 」 を 加 え 、 同 項 中 第 九 号

を 削 り 、 第 十 号 を 第 九 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 1
0
　 自 衛 隊 の 国 民 保 護 等 派 遣 要 請 に 関 す る こ と 。

　 第 六 条 の 二 の 表 危 機 対 策 課 の 項 中 第 十 一 号 か ら 第 十 四 号 ま で を 削 り 、 第 十 五 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 十 六 号 を 第 十 二

号 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

防 災 対 策 課 １　 災 害 対 策 に 関 す る こ と （ 危 機 管 理 政 策 課 と 共 管 ） 。

２　 災 害 対 策 本 部 に 関 す る こ と （ 危 機 管 理 政 策 課 と 共 管 ） 。

３　 自 衛 隊 の 災 害 派 遣 要 請 に 関 す る こ と 。

４　 災 害 救 助 に 関 す る こ と （ 生 活 再 建 支 援 課 の 分 掌 事 務 を 除 く 。 危 機 管 理 政 策 課 と 共

管 。 ） 。

５　 被 災 者 の 生 活 再 建 支 援 に 関 す る こ と （ 生 活 再 建 支 援 課 の 分 掌 事 務 を 除 く 。 ） 。

６　 防 災 訓 練 に 関 す る こ と 。

７　 防 災 に 係 る 職 員 の 育 成 に 関 す る こ と 。

８　 総 合 防 災 情 報 シ ス テ ム に 関 す る こ と 。

９　 防 災 行 政 無 線 に 関 す る こ と 。

1
0
　 原 子 力 発 電 所 の 安 全 対 策 に 関 す る こ と 。

　 第 七 条 第 一 項 の 表 医 療 支 援 課 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

奥 能 登 地 域 医 療 対 策 室 奥 能 登 地 域 に お け る 医 療 提 供 体 制 に 関 す る こ と 。

　 第 七 条 の 二 第 一 項 の 表 環 境 政 策 課 の 項 中 第 十 五 号 を 削 り 、 第 十 六 号 を 第 十 五 号 と し 、 第 十 七 号 か ら 第 二 十 二 号 ま で

を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 表 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル 推 進 課 の 項 中 第 十 一 号 を 第 十 二 号 と し 、 第 十 号 を 第 十 一 号 と し 、 第

九 号 を 第 十 号 と し 、 第 八 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 ９　 脱 炭 素 先 行 地 域 に 関 す る こ と 。

　 第 七 条 の 二 第 一 項 の 表 自 然 環 境 課 の 項 中 第 十 二 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 五 号 か ら 第 十 一 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、

第 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 ５　 能 登 半 島 国 定 公 園 の リ ・ デ ザ イ ン に 関 す る こ と 。

　 第 九 条 第 一 項 の 表 農 業 経 営 戦 略 課 の 項 第 十 一 号 中 「 農 村 地 域 工 業 導 入 」 を 「 農 村 地 域 産 業 導 入 」 に 改 め る 。

　 第 十 条 第 一 項 の 表 河 川 課 の 項 第 十 三 号 中 「 危 機 対 策 課 」 を 「 防 災 対 策 課 」 に 改 め 、 同 表 建 築 住 宅 課 の 項 第 二 十 八 号

中 「 マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律 」 を 「 マ ン シ ョ ン の 再 生 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

　 第 十 三 条 第 一 項 の 表 室 長 の 項 及 び 室 次 長 の 項 中 「 企 画 調 整 室 」 の 下 に 「 、 奥 能 登 地 域 医 療 対 策 室 」 を 加 え 、 同 条 第

四 項 中 「 、 土 木 部 に 復 旧 復 興 戦 略 監 を 」 を 削 る 。

　 第 十 五 条 第 一 号 の 表 総 務 企 画 部 の 部 税 務 課 （ 中 能 登 総 合 事 務 所 に 限 る 。 ） 納 税 課 （ 奥 能 登 総 合 事 務 所 に 限 る 。 ） の 項

２ 中 「 及 び 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 」 を 削 り 、 同 項 ８ 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 項 ９ 中 「 及 び 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能

割 」 を 削 り 、 同 条 第 二 号 の 表 総 務 課 （ 金 沢 県 税 事 務 所 に 限 る 。 ） の 項 ４ 中 「 及 び 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 」 を 削 り 、

同 表 納 税 課 の 項 ６ 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 項 ７ 中 「 及 び 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 」 を 削 り 、 同 条 第 十 一 号 の 表 輪 島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「	 　　　　　 「

復 旧 復 興 課 （ 奥 能 登 土 木 総 合 事 務 所 に 限 る 。 ） の 項 中　　　　　　　 　 を　 　　　　　　 　 に 改 め る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」　　　　　　　　　 」

　 第 十 六 条 第 九 号 の 表 石 川 県 立 こ こ ろ の 病 院 の 項 中

「	 　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を

　　　　　　　　　　　

道 路 係

河 川 砂 防 係

港 湾 係

道 路 第 一 係

道 路 第 二 係

河 川 係

砂 防 係

港 湾 係

地 域 生 活 支 援 部

医 療 相 談 科

作 業 療 法 科

地 域 医 療 連 携 科

医 療 相 談 に 関 す る こ と 。

作 業 療 法 に 関 す る こ と 。

診 療 機 関 及 び 保 健 ・ 福 祉 機 関 と の 医 療 連 携 に 関 す る こ と 。

地 域 生 活 支 援 に 関 す る こ と 。
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訓 令

石川県訓令第10号

庁　　　中　　　一　　　般

出　　　先　　　機　　　関

　石川県文書管理規程（平成14年石川県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年４月７日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

　　　　　　「
　別表第１中　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」
 を

「

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 
を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

「	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 改 め る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　 第 十 九 条 第 四 項 中 「 こ こ ろ の 病 院 デ イ ケ ア セ ン タ ー 」 を 「 こ こ ろ の 病 院 地 域 生 活 支 援 部 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 室 デ イ

ケ ア セ ン タ ー 」 に 、 「 あ つ て は 、 所 長 」 を 「 あ つ て は 所 長 、 中 央 病 院 診 療 部 に あ つ て は 統 括 部 長 」 に 改 め 、 同 条 第 六

項 中 「 及 び 農 林 総 合 事 務 所 」 を 「 、 農 林 総 合 事 務 所 及 び 農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー 農 業 試 験 場 」 に 改 め 、 同 条 第 十 六 項 の

表 中 央 病 院 の 項 中
「　　　　　　　　　　　　　　　

を
「

　　　　　　　　　　　　　　　 に 改 め 、 同 表 こ こ ろ の 病

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」　　　　　　　　　　　　　　　　 」

院 の 項 中 「 医 長 」 を 「 診 療 部 長 、 診 療 部 医 長 」 に 、
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 改 め る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　 別 表 第 一 第 一 号 の 表 石 川 県 公 益 認 定 等 審 議 会 の 項 中 「 第 五 十 条 第 一 項 及 び 」 を 「 第 五 十 条 第 一 項 、 」 に 改 め 、 「 第

百 三 十 八 条 第 一 項 」 の 下 に 「 並 び に 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 三 十 八 条 及 び 附 則 第 十 六 条 」

を 加 え 、 「 及 び 移 行 法 人 」 を 「 、 移 行 法 人 及 び 公 益 信 託 」 に 改 め 、 同 表 石 川 県 防 災 会 議 の 項 、 石 川 県 石 油 コ ン ビ ナ ー

ト 等 防 災 本 部 の 項 及 び 石 川 県 国 民 保 護 協 議 会 の 項 中 「 危 機 対 策 課 」 を 「 危 機 管 理 政 策 課 」 に 改 め 、 同 表 石 川 県 国 民 健

康 保 険 運 営 協 議 会 の 項 、 石 川 県 国 民 健 康 保 険 審 査 会 の 項 及 び 石 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 審 査 会 の 項 中 「 医 療 対 策 課 」 を

「 医 療 支 援 課 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 八 日 か ら 施 行 す る 。

診 療 部 長 、 診 療 部 医 長医 長

　　　　　　危機対策課 危

医療支援課 医

危機管理政策課 危

防災対策課 防

看 護 部 主 任 看 護 師 長 、 看 護 師 長

地 域 生 活 支 援 部

看 護 部

主 任 看 護 師 長 、 看 護 師 長

主 任 看 護 師 長 、 看 護 師 長

教 育 研 修 部

地 域 生 活 支 援 部

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 室

地 域 生 活 支 援 室

デ イ ケ ア セ ン タ ー

作 業 療 法 科

医 療 相 談 科

地 域 医 療 連 携 科

研 修 に 関 す る こ と 。

社 会 生 活 機 能 回 復 治 療 に 関 す る こ と 。

作 業 療 法 に 関 す る こ と 。

精 神 科 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 関 す る こ と 。

医 療 相 談 に 関 す る こ と 。

診 療 機 関 及 び 保 健 ・ 福 祉 機 関 と の 医 療 連 携 に 関 す る こ と 。

医 療 連 携 及 び 医 療 相 談 に 関 す る こ と 。

地 域 生 活 支 援 に 関 す る こ と 。

デ イ ケ ア セ ン タ ー

教 育 研 修 部

社 会 生 活 機 能 回 復 治 療 に 関 す る こ と 。

研 修 に 関 す る こ と 。
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「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　

　　　附　則

　この訓令は、令和８年４月８日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県訓令第11号

庁　　　中　　　一　　　般

出　　　先　　　機　　　関

　石川県処務規程（昭和33年石川県訓令甲第９号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年４月７日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

　第７条第６項中「 及 び 復 旧 復 興 戦 略 監」を削る。

　別表第１第２号の表危機対策課長専決事項の欄中「 危 機 対 策 課 長 専 決 事 項」を「 防 災 対 策 課 長 専 決 事 項」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、令和８年４月８日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県訓令第12号

庁　　　中　　　一　　　般

出　　　先　　　機　　　関

　グループ制に関する運営規程（平成17年石川県訓令第11号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年４月７日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

　別表第１総務部の部管財課の項中「用度グループ」の次に「、財産管理グループ」を加え、同表危機管理部の部危

機対策課の項中「危機対策課」を「危機管理政策課」に、「防災対策グループ、自主防災推進グループ、防災システ

ムグループ」を「事前防災グループ、地域防災推進グループ」に改め、同項の次に次のように加える。

防災対策課 事態即応グループ、防災システムグループ

　別表第１能登半島地震復旧・復興推進部の部を次のように改める。

能登半島地震

復旧・復興推

進部

創造的復興推進課 企画管理グループ、復興プラン推進グループ

生活再建支援課 地域コミュニティ再建グループ、生活再建支援グループ、住まい対策グ

ループ、災害経理グループ、支援金グループ

　別表第１企画振興部の部企画課の項中「企画グループ」の次に「、プロジェクト推進グループ」を加え、同表文化

観光スポーツ部の部観光戦略課の項中「観光産業育成グループ」の次に「、観光地魅力発信グループ、観光復興グ

ループ」を加え、「、観光地域づくり推進グループ」を削り、同表生活環境部の部カーボンニュートラル推進課の項

中「、地域グリーン戦略グループ」を削り、「ゼロエネルギー建築グループ」を「地域エネルギー政策グループ、脱

炭素地域づくりグループ」に改め、同部自然環境課の項中「自然公園グループ」の次に「、能登リ・デザイングルー

プ」を加える。

　　　附　則

　この訓令は、令和８年４月８日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県訓令第13号

危 機 管 理 部　

県 総 合 事 務 所　

消　　　防　　　学　　　校　

　石川県消防・危機管理業務関係職員服制（昭和29年石川県訓令甲第159号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年４月７日

医療支援課 医

奥能登地域医療対策室 奥地医
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川県知事　　山　　野　　之　　義

　第２条中「 危 機 対 策 課 長」を「 危 機 管 理 政 策 課 長  防 災 対 策 課 長」に改める。

　別表第２中「危機対策課」を 
「危機管理政策課  

に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　防災対策課　　」

　　　附　則

　この訓令は、令和８年４月８日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県訓令第14号

庁　　　中　　　一　　　般

出　　　先　　　機　　　関

　石川県災害対策本部規程（昭和35年石川県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年４月７日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

　第７条中「 危 機 管 理 部 危 機 対 策 課」を「 危 機 管 理 部 危 機 管 理 政 策 課 及 び 防 災 対 策 課」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、令和８年４月８日から施行する。

教 育 委 員 会

石 川 県 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 八 年 四 月 七 日

石　 川　 県　 教　 育　 委　 員　 会

石 川 県 教 育 委 員 会 規 則 第 五 号

　　　 石 川 県 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 四 十 年 石 川 県 教 育 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 五 条 の 表 教 育 政 策 課 の 項 第 十 四 号 及 び 第 十 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　 1
4
　 県 立 高 等 学 校 の 魅 力 化 推 進 に 係 る 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 1
5
　 災 害 時 学 校 支 援 チ ー ム に 関 す る こ と 。

　 第 五 条 の 表 教 育 政 策 課 の 項 中 第 十 六 号 を 削 り 、 第 十 七 号 を 第 十 六 号 と し 、 第 十 八 号 か ら 第 三 十 一 号 ま で を 一 号 ず つ

繰 り 上 げ る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 八 日 か ら 施 行 す る 。
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